
 

 

（公財）岐阜県建設研究センターの雇用条件（本部：専門業務職員） 

雇 用 形 態  専門業務職員（事務） 

雇 用 期 間 
令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（勤務成績により雇用契約の更新あり、最長５年間） 

基  本  給 

月 額 １８８，５００円（週5/5日＝週38時間45分） 

（１時間時短の場合＝週33時間45分  １６４，１７０円） 

（週４／５日勤務の場合＝週31時間  １５０，８００円） 

※給与改定によるベースアップあり 

通 勤 手 当 
実費支給（上限あり）・公共交通機関利用 55,000円／月まで 

          ・自家用車利用   39,900円／月まで 

諸 手 当 
地域手当（基本給×3/100 令和６年度実績） 

時間外勤務手当（実績による） 

給与支給日 毎月２１日 

給与支給方法 職員名義の口座振込 

期 末 手 当 

年１．５６月  ６月期：100分の120×30/100（4月採用） 

       １２月期：100分の120 

（２年目以降 年２．４０月） 

退 職 金 支給しない 

雇用する場所 公益財団法人岐阜県建設研究センター 本部 

労働時間及び 

休憩時間等 

労働時間    ８時３０分～１７時１５分 

休憩時間     正 午 ～１３時００分 

※16時15分までの勤務、週４/５日勤務も可 

休   日 
毎週土・日曜日、国民の祝日、 

年末年始の休日（１２月２９日～１月３日） 

休   暇 
有給休暇：２０日 

特別休暇：忌引休暇、健康診断、短期介護休暇 等 

社会保険等 健康保険、労災保険、雇用保険に加入 

福利厚生等 
健康診断（毎年）、インフルエンザ予防接種（毎年）を当セン

ターが負担 

雇用の条件 

その他の労働条件 

当センターの「公益財団法人岐阜県建設研究センター非常勤職

員就業規則」「〃非常勤職員給与規程」「〃非常勤職員の勤務

時間、休日及び休暇等に関する規程」による。 

 


